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２２頁２２
～２６行
目

質問委員の言われる、土壌汚染調査につ
いては、当該工事区域が自然由来ではある
が、鉱山跡地であることから、工事区域全域
を対象に、３０ｍメッシュや１０ｍメッシュでの
調査や、掘削深さまでの鉛直調査も行っ
て、その結果は既に公表されています。
そして、掘削･埋め戻しを行う場合は炭酸カ
ルシウムを混和して不要化処理を施し、埋
め立て基準を超える高濃度の汚染土は、
フェニックスへ搬出することになっています。
従って、この１０３坑道工区も、坑道の土砂
は採取分析していないかも知れないが、調
査の一環として、分析されて、安全性は確
認されている。
よって、再度の土壌汚染調査は、必要なく、
今回の文化財調査で十分かと思います。

工事区域について、土壌汚染の調査は土壌汚染
対策法に準じた形で、掘削する地点について、あ
るいは埋め戻す地点についてはすべてやってお
りますね。基準を超えているところについては搬
出もするという形の対応もしておりますが、今回の
１０３間歩については掘削して除去してしまうとい
う区域ではないわけですから、そういった全体的
な視点から言うと、土壌汚染含有調査をする対象
には当たらないのではないかと思います。
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２６頁１７
～２５行
目

質問委員の言われるように､本保全委員会
では、調査が科学的に行われ､理論的な検
討がなされる必要があることについては同
感であり、必要な原則です。
工事区域の下流に地域の水源：一庫ダムを
擁していることから､水質汚濁や土壌汚染調
査は重要であり､当該工事区域が自然由来
の鉱山跡地にあり､土壌汚染対策法が適用
されないが、同法に基づき、３０ｍメッシュ調
査や１０ｍメッシュ調査もされ、１０３間歩区
域においてもその調査が終わっていること
は、先程の､事務局職員の説明からも明らか
で、調査結果も対策も公表されており、今
回、土壌汚染調査の追加は必要ないと考え
ます。１０３間歩は、幅４０ｃｍ高さ７０ｃｍ、抗
口より約４ｍ程度の奥行きと　いう小規模な
ものであり、その下流には沈砂池･貯留槽､
濁水処理機があり､直接下流に流　れること
はありません。

ただいまの意見ですけれども、今回の１０３間歩
ですけれども、ことしの１月１０日に同じように１０１
間歩と１０２間歩について同様の調査結果が報告
されました。この場合は、１０２間歩については延
長１００メートル以上ありまして、また縄手橋という
んですか、田尻川に近いところでもありました。こ
ういった部分について、土壌汚染調査をどういっ
た区域にするかについては先ほど事務局からあり
ましたけれども、切り土の掘削区域についてはす
べてやるという一定の基準に基づいて調査を終
えておるわけですから、今回は別の視点で文化
財としての調査をしたということですから、新たに
見つかった間歩をすべてをするということでした
ら、ことしの１月１０日の２ヶ所の間歩についても
もっと鋭い指摘をしていただくべきであったんで
はないかなと思います。

一方、本年１月１０日開催の第４回保全委員
会開催時には､濁水処理機の下流、ダム管
理用道路下に､奥行き１００ｍ程度の１０２間
歩や､奥行き４ｍの１０１間歩の議題が、本
件同様の間歩の文化財調査結果として報
告され､質問委員ご自身も出席され、了承さ
れた　経緯があります。

この１０１・１０２間歩の方が､規模も比較にな
らないくらい大きく､田尻川の直近上流　で
あり､貯留槽・濁水処理機はないが、当日、
調査に当たられた村上委員から『坑内には
深さ２０～３０ｃｍの深さで滞水があり､抗口に
少量の水が流出していた｡滞水はＰＨ８．　１
で､金属の溶出はない。私が舐めても、大丈
夫だった』との報告を受けて、本委員会と
しても了承した経緯がございます。

本件１０３間歩の調査についても､この１０１・
１０２調査との一貫性のある調査が必要であ
り、前述１０１・１０２調査結果から見ても、土
壌汚染調査は、別枠の土壌汚染調査で既
に終了し、対策工事も別の視点で実施され
ているのであるので、本件１０３間歩につい
ては、原案のとおりの文化財調査で十分で
あると考えます。
場当たり的に、１０３間歩について指摘され
るのであれば、一貫性や科学的根拠をもっ
て、９ヶ月前の１月１０日の第４回保全委員
会でも、厳しく追及されるべきであったのは
ないでしょうか。


